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○行政財産の特別使用に係る使用料条例 

(昭和62 年２月27 日 
条 例 第 ２ 号 ) 

改正 平成４年２月13日 条例第３号  平成21年８月24日 条例第５号 

平成９年２月14日 条例第２号  平成26年２月13日 条例第１号 

平成21年８月24日 条例第５号  令和元年８月29日 条例第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令又はその他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第238条の４第７項の規定による許可を受けてする行政財産の使用（以下「行政財産

の特別使用」という。）に係る使用料に関する事項を定めるものとする。 

（使用料の徴収） 

第２条 行政財産の特別使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）からは、別表に定める基

準により算定した金額に100分の110を乗じて得た額の使用料を徴収する。ただし、その使用料に

10円未満の端数が生じたときはその端数の額は、切り捨てるものとする。 

２ 前項の使用料の金額は、別表に定める基準により算定した金額の範囲内において海部地区急病

診療所組合の管理者（以下「管理者」という。）が使用者の受益の程度を考慮して定める。 

（使用料の徴収方法） 

第３条 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が６ヶ月以上である場合について

は、この限りでない。 

（使用料の還付） 

第４条 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き、還付しない。 

⑴ 管理者が公用又は公共に供するため使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。 

⑵ 使用者が管理者の承認を受けて使用を中止したとき。 

（使用料の減免等） 

第５条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部又

は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。 

⑴ 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公共若しくは公共用又は公益

事業の用に供するとき。 

⑵ 当該行政財産の特別使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。 

⑶ 使用者に災害その他特別の事情があると認められるとき。 

（延滞金） 

第６条 使用料を納期限までに納付しなかった者は、納付すべき金額（千円未満の端数金額及び千

円未満の金額は、切り捨てる。）に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5

パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に百円未

満の端数があるとき又は延滞金が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て

る。 

２ 前条の規定（同条第１号及び第２号を除く。）は、前項の延滞金について準用する。 
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（過料） 

第７条 詐偽その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の

５倍に相当する金額以下の過料を科する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるものを除くほか、行政財産の特別使用に係る使用料に関し必要な事項は、

管理者が定める。 

附 則 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年２月13日条例第３号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年２月14日条例第２号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年８月24日条例第５号） 

この条例は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年２月13日条例第１号） 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月29日条例第２号） 

 この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

行政財産の種類 使 用 料 算 定 基 準 （ 年 額 ） 

土   地 
近傍類似地の相続税課税標準価格の１平方メートル当たり価格に百分の

３を乗じ、これに使用面積を乗じて得た額 

建   物 

建物の適正な評価額の１平方メートル当たり価格に百分の７を乗じ、これ

に使用面積を乗じて算定した額に建物の使用面積に相当する土地の使用

料相当額を加えて得た額 

備考 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他管理者が指定する附属施設を使用する場合は、

この表による使用料の金額に、当該施設に係る経費を基礎として、許可による使用面積と延べ

面積の比率等の方法により算出した額を実費として、管理者が定める金額を加算する。 
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